
横芝光町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）原案に関する

パブリックコメント実施結果

１ 意見募集期間

令和 8年 3月 6日（金）から令和 8年 3月 25 日（水）まで

２ 公表場所

①横芝光町環境防災課窓口

②横芝光町総合案内窓口

③横芝光町公式ホームページ

３ ご意見の件数等

①意見提出者数 1名

②提出意見件数 6件

４ ご意見と町の考え方

番号 ご意見 町の考え方

１

１－１気候変動の影響 （４頁）

図１－２において2030年度の日

本における温室効果ガス排出量が

掲載されているが、日本の排出量

だけでなく世界各国（特に上位）の

排出量を掲載すべきではないか。

2030 年の環境省データでは、むし

ろ日本の排出量は先進国の中では

低位であり、中国と米国で４割（正

確には４４．８％）も排出している

現状がある。世界各国の排出量も

比較することで、より正確な地球

温暖化への理解につながるのでは

ないだろうか。

本計画は、「地球温暖化対策の推

進に関する法律（温対法）」に基づ

き、本町の地域特性に応じた温室

効果ガス排出抑制の施策を定める

ものです。計画書内の現状把握は、

主に日本政府の削減目標や国内の

現状を共有し、町民・事業者の皆様

とともに地域で取り組むべきアク

ションを明確にすることを目的と

しています。

そのため、世界全体の動向につ

いては、国が示す最新の統計に基

づき、本計画の目的に合致する範

囲で掲載しています。今回のご指

摘については、貴重なご意見とし

て、今後の普及啓発資料等を作成

する際の参考とさせていただきま

す。

２

地球温暖化の現状とこれからにつ

いて （５頁）

世界平均気温の説明で、グテー

レス事務総長の発言のみを引用し

本計画における将来予測や影響

の認識は、国際的な科学的知見で

ある IPCC（気候変動に関する政府

間パネル）の報告書や、それに基づ



ているが、例えば、キャノングロー

バル戦略研究所主幹の杉山氏は

「地球温暖化はごくわずかに気温

を上げているにすぎない」（2022）

と述べている。環境派の意見のみ

を出すことはバイアスにつながり

かねないのではないか。

く日本政府の見解に準拠していま

す。

行政が策定する実行計画は、科

学的コンセンサスが得られた標準

的な予測に基づき、リスクに対し

て「適応」および「緩和」の策定を

行う必要があるため、現状の記載

としております。

３

１－２地球温暖化対策をめぐる国

内外の動向 （９頁）

「国際的な動向」において、令和

７年１月の米国のパリ協定正式離

脱は掲載しなくてよいか。

国際社会における特定の国の動

向は、時期によって変動する可能

性があります。本計画は、地球温暖

化対策の推進に関する法律（温対

法）に基づき、日本が締結するパリ

協定を踏まえた国の温暖化対策の

方向性を反映し、本町が取り組む

べき施策を整理したものです。

本計画は、温対法に基づき、日本

が締結する「パリ協定」を踏まえた

及びそれに基づく国内法（地球温

暖化対策推進法）を前提として、本

町が取り組むべき施策を整理した

ものです。

各国の政治情勢の変化が直ちに

本町の計画の趣旨や法的義務に影

響を及ぼすものではないことか

ら、現時点での記載は見送ってお

ります。

４

３－４再生可能エネルギー導入ポ

テンシャル （２９頁）

「太陽光発電の導入ポテンシャ

ルが最も高い」とあるが、なぜ導入

ポテンシャルが最も高いかの理由

が不明確であると感じた。ただ、太

陽光パネルを敷設できる面積があ

るという点を導入ポテンシャルと

見ているのか。

太陽光発電の課題について言及

がなかったが、太陽光パネル設置

（敷設）に伴う森林破壊や景観悪

化、地盤調査や土質調査の必要性、

天候変化に伴う発電量の不安定

性、災害時（特に台風災害）の故障

本計画における「導入ポテンシ

ャル」とは、環境省の算出手法に基

づき、建物の屋根面積や未利用地

などの物理的な設置可能面積から

理論的に算出することができるエ

ネルギー資源量から、法令、土地利

用等による制約があるものを除き

算出されたエネルギー資源量のこ

とです。本町における太陽光発電

導入ポテンシャルは、他の再生可

能エネルギーと比較して大きいこ

とから、「導入ポテンシャルが最も

高い」としています。

また、再生可能エネルギーの導

入にあたっては、ご指摘の通り環



や倒壊リスクなど、太陽光発電も

課題があるが、これらの言及はな

くてよいか。

境保全や安全性の確保が極めて重

要です。本計画の策定に至るまで

の策定委員会等の協議において

も、非常に重要な事項として、森林

破壊や景観悪化、災害リスク等の

課題について議論を重ねてまいり

ました。

本計画において推進する再生可

能エネルギーの導入は、これら地

域の事前環境や居住環境との調和

及び安全性の確保が図られる「適

正な設置」であることを大前提と

しております。

５６頁には、再生可能エネルギ

ー種別の導入イメージを記載して

おります。いずれも、本町にとって

無理のない範囲で、くらしの快適

性向上や未利活用の空間等の活用

を目指すことで実現可能な範囲の

導入を想定しています。

今後、具体的な施策を展開する

際には、関係法令等の遵守はもと

より、地域の皆様の安心・安全や環

境保全に十分に配慮しながら、国

の動向も注視しつつ、適切に取り

組んでまいります。

５

６－２施策の推進 基本方針１施

策３「地域における省エネルギー

対策 （６３頁）

「次世代自動車の導入促進」で、

“令和１２年度までに全て電動車

を目指す”とあるが、この「本町の

事務事業において使用する公用

車」というのは、横芝光町が保有す

る全ての公用車（庁用者）のこと

か。災害時の給電は可能か。

災害時の給電リスクを踏まえ

て、無理に電動車にするのではな

く、ガソリン車と電気自動車のハ

イブリッド（併用）運用でよいので

はないかと考える。

本計画における「電動車」とは、

政府の方針と同様に、電気自動車

（BEV）、燃料電池自動車（FCEV）、

プラグインハイブリッド自動車

（PHEV）、ハイブリッド自動車

（HEV）を含むものを指していま

す。

災害時において、停電等により

電気自動車への給電が困難になる

リスクは重要な課題であると認識

しております。そのため、実際の公

用車更新にあたっては、全ての車

両を特定の車種に限定するのでは

なく、災害対応等の用途に応じ、ガ

ソリンによる走行が可能なハイブ

リッド車等も含めた適切な車種選



択を行うことで、機動力の確保と

災害時給電機能の両立を図ってま

いります。

６

６－２施策の推進 基本方針２施

策１「公共施設等への率先的な再

生可能エネルギー導入」（６５頁）

「再生可能エネルギー由来電力

の導入」で、“令和１２年度までに

町が調達する電力の６０％以上を

再生可能エネルギー電力とするこ

とを目指す”とあるが、電力調達コ

スト抑制強いては町民経済負担軽

減の観点から、この部分の削除も

しくは調達割合の変更（見直し）を

検討していただきたい。

再生可能エネルギーは主電力で

はなく、あくまで補助電源以外の

役割はないと思われ、調達コスト

及び安定性の観点も極めて大切で

あると考える。

公共施設における再エネ電力の

導入は、町が率先して脱炭素化に

取り組む率先垂範の姿勢を示すも

のであり、国が定める「政府実行計

画」の目標水準に準じて設定して

います。

実際の調達に際しては、電力市

場の動向を注視するとともに、省

エネルギーの徹底による使用量の

削減や、共同調達などの手法を検

討し、コスト抑制と安定供給の確

保に努めながら目標達成を目指し

てまいります。


